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東京都市計画生産緑地地区の変更について（中野区決定） 

 

 １．変更概要 

   東京都市計画生産緑地地区のうち、生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１４条の規定

により、既に「行為の制限の解除」が行われた生産緑地地区（地区番号２）の一部を削除する。 

 

２．理 由 

  当該生産緑地は、平成４年（１９９２年）１１月５日に都市計画決定したものである。 

平成１９年（２００７年）４月４日、主たる従事者の死亡による、生産緑地法第１０条の規

定に基づく買取りの申出が出され、中野区及び関係地方公共団体等へ買取りの可否・希望につ

いて照会したところ、いずれも買い取らない旨の回答があった。また農業従事者への斡旋も行

ったが、取得希望者がなかったため、法による行為の制限の解除が行われ現在に至っている。 

 生産緑地の買取り申出は、主たる従事者が死亡または故障により当該生産緑地での営農行為

が客観的に不可能となる場合に、主として権利救済（私権との調整）を図るために、土地の所

有者が区市町村長に対して行うことができるとされているものである。 

都市計画変更（削除）は、行為の制限が解除され、法による権利制限がなくなった農地が長

期間存することは、税制（生産緑地としての優遇措置）との関係からも望ましくないことか

ら行うものである。 

 

３．当該生産緑地の経緯及び今後のスケジュール 

１９９２年１１月 ５日 生産緑地地区決定  

２００６年 ３月２１日 生産緑地に係る主たる従事者の死亡 

２００７年 ４月 ４日 生産緑地買取り申出 

               関係地方公共団体等に照会 → 買取り希望なし 

   ２００７年 ５月 １日 買い取らない旨を通知 

               農業従事者への斡旋 → 取得希望者なし 

   ２００７年 ７月 ９日 東京都に都市計画変更に関する同意案件の協議書を提出 

   ２００７年 ７月２０日 東京都より同意回答 

   ２００７年 ７月３０日 都市計画案の公告・縦覧（２週間）  

        ～８月１３日 公告・縦覧期間意見書の提出あり。（１通１名） 

   ２００７年 ９月 ５日 中野区都市計画審議会諮問 

   ２００７年 ９月 中旬 都市計画決定（変更） → 告示・公衆に縦覧（予定） 

               東京都等に関係図書を送付（予定）  

                          

４．変 更 案  

別添のとおり 

 

都 市 計 画 審 議 会 資 料

２００７年０９月０５日

都市整備部都市計画担当





 
東京都市計画生産緑地地区の変更（中野区決定） 

 

 

 

 都市計画生産緑地地区を次のように変更する｡ 

 

 

 

 

第１ 種類および面積 

 

    種      類      面    積 

   生産緑地地区   約  ２.７１ ha 

 

 

 

 

 

第２  削除のみを行う位置および区域 

 

名    称 

番号 地区名 

 

位          置 

 

削 除 面 積 

 

備    考 

２ 上鷺宮 中野区上鷺宮四丁目地内 約 ３５０ ㎡ 地区の一部

計 １ 件  約 ３５０ ㎡  

 

 

  「区域は計画図表示のとおり」 

 

   理  由 

 生産緑地法第 14 条の規定による行為制限の解除により、生産緑地の機能を維

持することが困難となった生産緑地地区の一部を廃止する。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

３ 



 
新 旧 対 照 表 

 
 
 
 

変更前 変更内訳 変更後  
番号 

面    積 

 
位      置 

削  除 追  加 面    積 

 
摘     要 

２  約 4,220 ㎡ 中野区上鷺宮四丁目地内 約 350 ㎡  約 3,870 ㎡  一 部 削 除 
 

 変  更 
 のない 
 地  区 

 計 １３ 件 
 
 計 23,250㎡ 

   計 １３ 件 
 
 計 23,250㎡ 

 

 
計 

    １４ 件 
 
   27,470 ㎡ 

       １４ 件 
 
 27,120 ㎡ 

 
 
 →2.71 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 変更概要 
 

    名    称              変        更        事        項  

 
 
 
  生産緑地地区 

   
  １ 区域の変更 （新旧対照表及び計画図のとおり） 
 
  ２ 面積の変更   14 件       →   14 件 
 
               約 2.74 ha       約 2.71 ha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 
 



 中野区生産緑地地区リスト 変更後 
 
 

  名称  計画施設との重複   指定種別   現 況  
 通し 
 
 番号 

 
 番号 

 
  地区名 

 
    面   積 
 
     （㎡） 

 街 
 
 路 

 公
 
 園

  その他 
 
  施設名 

 新
 
 法

 旧
 １
 種

 旧
 ２
 種

 
 田

 
 畑

 そ 
 の 
 他 

 
 
 接 
 道 

 
      摘    要 
 
  （今年度失効） 
  （５年以降指定） 

  １   ２   上鷺宮   約３,８７０㎡   ※区画整理  ○     ○   ○  

  ２   ３     〃     １,０２０       〃  ○     ○   ○  

  ３   ４     〃     １,２１０       〃  ○     ○   ○  

  ４   ５     〃     ３,６４０       〃  ○     ○   ○  

  ５   ６     〃     １,７００       〃  ○     ○   ○  

  ６   ７     〃     １,３６０       〃  ○     ○   ○  

  ７   ８     〃        ８８０       〃  ○     ○   ○  

  ８   11     〃     ３,２２０     ○     ○   ○   (内 ⑧ 1,420㎡) 

  ９   13   鷺  宮     ２,４１０     ○     ○   ○  

  10   14     〃        ５３０     ○     ○   ○  

  11   15     〃        ５５０     ○     ○   ○  

  12   19     〃     １,８４０     ○     ○   ○  

  13   21   大和町     ３,７００     ○     ○   ○  

  14   24  上鷺宮     １,１９０   ※区画整理  〇     〇   〇   ⑤ 

               

               

               

               

 計 
         １４件 

 ２７,１２０㎡ 
 ＝ 2.712ha 

            今年度失効面積 
  計         ０  ㎡

 
 
                                                                       ※土地区画整理事業を施行すべき区域 
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意見書の要旨及び区の見解 

≪ 東京都市計画 生産緑地地区の変更 ≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



意見書の要旨 ≪東京都市計画 生産緑地地区の変更≫ 

 東京都市計画生産緑地地区の変更に係る都市計画の案を平成１９年７月３０日から２週間公衆の縦覧に供したところ、都市計画法第２１条第２項において準用する

同法第１７条第２項の規定により１通（１名個人）の意見書の提出があった。その意見書の要旨は次のとおりである。 

名  称 意 見 書 の 要 旨 中 野 区 の 見 解 

東京都市計画 

生産緑地地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 賛成意見に関するもの   なし 

Ⅱ 反対意見に関するもの   なし 

Ⅲ その他の意見に関するもの 

   １通（１名個人） 

 １ 生産緑地に関する意見 

(1)  中野区は生産緑地の減少を防ぐ努力をしてください。 

 

(2)  中野区は生産緑地所有者の方が農地（緑地）として維持で

きるよう最大限の協力をしてください。 

 

 

 

 

 

 ２ その他に関する意見 

(1) 中野区は生産緑地の維持のため、生産緑地所有者に対して農

地（緑地）として残す方法を示してください。その方法の一つ

として「市民農園整備促進法」の活用を検討してください。 

 

(2) 中野区は区民農園の用地が不足しているので、生産緑地を市

民農園として利用できるように検討をしてください。 

 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ     

 

１ 

・生産緑地は、良好な都市環境の形成と農林漁業との調和を図るこ

とを目的に設けられた制度であり、区としてもその主旨に基づき

生産緑地の維持に努めていきたい。 

 

  ・生産緑地地区の指定・解除にあたっては、所有者の意向を尊重す

ることとなっているが、後継者の確保ができないなど、継続的営

農が難しい状況にある。このため、ＪＡ東京中央を通じ、生産緑

地取得の斡旋も行っている。また、生産緑地所有者の求めに対し

ては、管理上の助言や情報の提供等、援助を行っていきたい。 

２ 

・今回の都市計画変更は、主たる従事者の減員により生産緑地の一

部について営農ができなくなったため、その一部を削除するもの

であり、市民農園等への活用についても困難である。 

 

 



平成１９年（２００７年） 9 月 5 日 
中 野 区 都 市 計 画 審 議 会 資 料 
拠点まちづくり推進室拠点まちづくり担当 

 
 
 
１．「中野駅周辺まちづくりガイドライン 2007」の策定について 

 
  平成19年3月の策定を報告した「中野駅周辺まちづくりガイドライン2007」

の内容について、別添資料に基づき報告する。 

 
 
２．警察大学校跡地等の開発事業者との調整状況について 

 

1）開発事業者の確定 

帝京平成大学、明治大学、東京建物株式会社・昭栄株式会社・東京開発

Ｒ特定目的会社グループは、財務省との契約を終え、開発事業者として

確定した。 

 

2）まちづくり協議会の設置状況等 

○ 警察大学校等跡地の新たな地権者や財務省（未処分土地の所有者）及

び中野区を構成員とする「まちづくり協議会」を立ち上げる準備を行

っている。 
○ 「まちづくり協議会」の役割としては、一体的なまちづくりを目的と

して、各事業者の建築計画を基本計画レベルから調整する場と位置づ

けており、複合日影や風害、電波障害等の環境項目を地区一体で評価

しながら調整を図っていく。また、緑化、景観、防災、環境負荷低減、

等の取り組みをルール化し、事業者の建築計画に反映させていくこと

としている。 
○ 現在、「まちづくり協議会」の規約や基本協定締結の事務的な調整を

行っているが、協議会設置は「中野駅周辺まちづくりガイドライン」

にも示されており、それに基づいて、近々に会議組織を立ち上げる予

定である。 
 



平成１９ 年（２０ ０７年） ９月５日 

中 野 区 都 市 計 画 審 議 会 資 料 

拠点まちづくり推進室拠点まちづくり担当 

 

中野駅周辺まちづくりガイドライン２００７（概要） 

 
１．ガイドラインの基本的性格 

 〇 地区計画（都市計画）と、まちづくりに係わるルール（区の考え方）を

分かりやすく示したもの 
 〇 都市計画に基づかない行政の指導指針として、開発事業者が立案する開

発計画を規制するもの 
 〇 （仮称）まちづくり協議会が行う、まちづくりに係わる議論のベースと

なるもの 
 

２．ガイドラインの位置付け 

 

都市計画 行政計画 
 

〇都市計画マスター 

プラン 

 

［マクロの都市計画］ 

〇都市施設 

〇用途地域地区 

 （土地利用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇基本構想 

〇長期計画（新しい中野を

つくる１０か年計画） 

 

▽                  ▽ 

▽                  ▽ 

  

 

〇中野駅周辺まちづくり計画 
 

 

▽       ▽ ▽  

 

 

 

[ミクロの都市計画] 

〇地区計画 

〇再開発等促進区 

▽ 

▽ 

▽ 

〇まちづくりグランド 

デザイン（Ver．１） 

〇まちづくりルール 

 

 

 

 

        ▽      ▽   ▽ 
 

〇中野駅周辺まちづくりガイド 

ライン２００７ 
 

 

 

 

 

 



３．「中野四丁目地区地区計画」と「中野駅周辺まちづくりガイドライン 2007」の比較表 

対象要素 中野四丁目地区地区計画による規制・誘導 中野駅周辺まちづくりガイドライン 2007 による補強・補完 

新たな土地利用 

□ 商業・業務、教育・文化、医療、居住、公共公益等の諸機能が融合し

た複合市街地の形成 

□ 区域 1,2；大学等教育機能、医療機能の導入 

□ 区域 3；公共公益、都市型居住機能の更新 

□ 区域 4,5；商業・業務、サービス機能、都市型居住機能の導入 

□ 「みどりの歩行者空間」に面して建築物の低層部に、にぎわいの創出

に寄与する施設を配置 

□ 土地利用転換後、将来見直すことを想定した指定容積率 

□ 公開空地等の公共的なオープンスペースの配置の考え方 P31､32 

□ 有効空地の計画の考え方 P34 

□ 土地利用転換後に想定する用途地域・容積率 P35 

□ 計画容積率設定の考え方 P36 

都市基盤の整備 

□ 基盤施設の配置及び規模 

都市計画施設；区画街路、公園 

主要な公共施設（２号施設）；区画道路、公共空地 

地区施設；ひろば、緑地、歩行者通路 

□ 中野駅から西側市街地へ到る「みどりの歩行者空間」の形成 

□ 基盤施設の整備及び管理の主体 P50～52 

□ 自動車交通ネットワーク、歩行者ネットワーク、みどりの育成・保全とオープンスペース

の整備方針 P39～49 

□ 区画街路のバリアフリー法に規定する特定経路への位置づけ P40 

□ 道路の電線類地中化 P42 

建築物等の整備 

□ 地区内の複数の建築物をひとつの敷地にあるものとみなして、地区外

への日影の影響に配慮 

□ 地区内の病院や学校への日影に配慮 

□ 区域 5については、概ね 110ｍの高さを可能とする 

□ 緊急医療用ヘリポートの進入面を超えることがないよう高さに配慮 

□ 壁面の位置の制限 

□ 建築物等の用途の制限（最低限の制限） 

□ 地区内の複数の建築物をひとつの敷地にあるものとみなして、地区外に生じる日陰を都条

例の指定時間以内とする P58 

□ 電波障害や風環境等の環境項目の事前調査・予測・対策の実施 P58 

□ 駐車場からの騒音・排気ガス等に配慮 P58 

□ 緊急医療用ヘリポート進入路の具体的提示 P59 

安全で安心なまち 

□ 避難場所としての安全性の確保 

□ 避難場所としての地区の役割を継続し、都市計画公園と公共空地を一

体化 

□ 広域避難場所「中野区役所一帯」において、開発後も避難想定人口１人あたり１㎡の避難

有効面積を確保 P70 

□ 公園には防火水槽等の地域防災施設を設置 P70 

□ 東京警察病院を災害医療救護活動の拠点に位置づけ P70 

□ 区と大学等で災害時の救援体勢の連携 P70 

□ 非構造部材や自家発電設備等を含め、建築物全体での総合的な耐震安全性の確保 P70 

□ テロ対策や地域防犯への対応 P71 

環境・みどり・景観 

□ みどりの保全、緑化の推進、資源・エネルギーの有効活用など、環境

保全型の市街地の形成 

□ 建築物の形態又は意匠の制限（最低限の制限） 

□ 地球温暖化防止・ヒートアイランド対策・廃棄物対策・水資源の循環・建築物の環境性能

評価システム導入等を検討事項とする P62～63 

□ 有効空地内の緑地の実面積は、敷地面積に有効空地率を乗じた面積の 30％以上とする

P64 

□ 区画街路 1号沿道の建築物高さの考え方及び沿道植栽の考え方 P64～66 

□ 都市景観及び建築物スカイラインの考え方 P68～69 

まちづくりの推進方策 
□ 地区整備計画の未決定事項を定める都市計画変更を要す 

□ 地区計画の変更と同時決定で、高度地区指定を廃止 

□ 「中野駅周辺地区まちづくり推進連絡会議（仮称）」や「まちづくり協議会（仮称）」を設

置し、互いに協力・協調しながら開発を進める P72～73 
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